
２０２０年４月 
発電事業者の皆さま 

四国電力送配電株式会社 
 

既連系発電設備における周波数低下リレー（ＵＦＲ）の整定値変更のお願い 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社事業に格別のご高配を賜り厚
く御礼を申し上げます。 

さて、２０１９年４月２６日に電力広域的運営推進機関が開催する「電力レジリエンス等に関す
る小委員会」において、大規模電源脱落等による周波数低下時に、発電設備の一斉解列が発生し、電
力系統全体の周波数維持に大きな影響を及ぼすことを避けるため、太陽光・風力だけでなく電力系
統に連系するすべての発電設備について周波数低下リレーの標準整定値（検出レベル及び検出時限）
が統一されました。 

 このため、発電事業者の皆さまにおかれましては、保有される発電設備の定期点検等の機会に、周
波数低下リレーの整定値についてご確認いただき、下表に基づき整定値変更いただくよう、ご協力
をお願いいたします。 

敬具 

記 
 
１．周波数低下リレーの標準整定値 

 検出レベル 
検出時限 

（自動再閉路時間と協調が取れる範囲の最大値とする） 

特別高圧 ５７．０Ｈｚ 高低圧に準じて２秒以上 

高 圧 

ＦＲＴ要件適用 

５７．０Ｈｚ 
ＦＲＴ要件非適用 
５８．２Ｈｚ 

系統連系規程の整定範囲最大の２秒 

低 圧 高圧と同じ 系統連系規程の整定範囲最大の２秒 

 
２．整定値変更に関するお手続きの流れ（低圧および高圧連系の事業者さま） 

周波数低下リレーの整定値は、当社と締結している「発電設備の電力系統連系に係る覚書」内
に記載されておりますので、変更の際は、「発電設備の電力系統連系に係る覚書に関する変更届
書」を当社へご提出くださいますようお願いいたします。なお、特別高圧連系の事業者さまにつ
きましては、個別協議にて対応いたします。 

【覚書内容の変更フロー】 

工事店・主任技術者さま等 発電事業者さま 当 社 

    

注： 覚書を締結していないＪＥＴ認証品で低圧連系の事業者さまは、竣工報告時にご提出いただ
いている「パワーコンディショナ保護継電器整定報告票」をご提出いただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 

【お問い合わせ先】 
 

●徳 島 県                  ●愛 媛 県 

徳 島 支 社  ０１２０－４１０－１０５   松 山 支 社  ０１２０－４１０－５０３ 

●高 知 県                  ●香 川 県 

高 知 支 社  ０１２０－４１０－２８６   高 松 支 社  ０１２０－４１０－８０５ 

※ 電話受付時間／月～金 ８:４０～１７:２０ ［祝日，年末年始（12/29～1/3）を除きます］ 

周波数低下リレー 
整定値の確認 

変更届書の内容確認 

周波数低下リレー整定値の
変更 

周波数低下リレー整定値の
確認 

・整定値変更依頼先の確認 
・変更届書の作成・提出 

変更承認書受領 変更承認書発行 

確認できない場合 

https://www.yonden.co.jp/nw/assets/renewable_energy/procedure/high/gridconnection_memorandum.docx
https://www.yonden.co.jp/nw/assets/renewable_energy/procedure/under50kw/c_01.xls

